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要約 
この論文シリーズの第一論文において、私たちは、福島第一原発事故後、個人線量と周辺線
量の比 c は福島県伊達市において時間の経過によって変化しないことを示した。この第二
論文は、継続的なガラスバッジ・モニタリングのデータを用い、航空機を用いた線量調査に
よって得られた周辺線量減衰関数を外挿することにより、伊達市の居住者の生涯にわたる
被曝線量を評価することを目的としている。私たちの得た結果は、伊達市の居住者の生涯に
わたる追加外部被曝線量の平均値は 18 mSv を超えることはないというものである。さら
に、除染には個人線量低減効果があるとは明確にいえないという結果も得ている。個人線量
と周辺線量を組み合わせて用いる私たちの方法は、放射能汚染地域に住み続ける人々の生
涯被曝線量を十分な確度をもって予測することができるものである。 
 
１．イントロダクション 
このシリーズの第一論文において[1]、私たちは福島県伊達市の市民によって福島第一原発
事故の 5か月から 51か月後までの期間に用いられたガラスバッジ個人線量計の測定値を解
析した結果、次のような結論をえた。 
 
(1) 個人線量計によって得られた個人線量値と、同時期に行われた航空機によるモニタリン

グ調査[2]によって得られたガラスバッジ装着者の住居の周辺線量（[1]で定義されたグ
リッド線量のこと）は比例し、その比例係数は 0.15 である。 

(2) 得られた係数 0.15 は 2011 年 11 月（第４次の航空機によるサーベイ）から 2014 年 11
月（第 9次サーベイ）の間に時間変化はみられなかった。 

(3) 環境省によって定められた変換係数である 0.6 [3]は実際の測定によって求められた係
数 0.15 より約 4倍大きい。 

 
結論(2)は周辺線量率と個人線量率は同じように減少していくことを示唆している。これか
らさらにいえることは、汚染された地域に住み続ける住民の生涯線量が航空機による調査
で得られた周辺線量から推定できるということである。 
 
伊達市のガラスバッジ測定に基づく二番目の論文である本論文では私たちは航空機による



モニタリング・データに基づき周辺線量の時間変化を示す関数 f(t) をまず求める。続いて
周辺線量率の時間積分である        

 
を福島第一原発事故後 5 から 51 か月の間に測定された累積追加線量と比較する。そして、
F(t)を用いることで、生涯にわたる追加線量の評価値を求める。 
 
これに加えて、私たちは、この研究があつかっている全期間の間、特定の除染地域に住み続
け、ガラスバッジを使い続けてきた住民の個人線量に除染が及ぼす効果を調べた。その上で、
長期にわたる累積線量の低減に除染が有効であるかについて議論することにする。 
 
この論文はこれらの二つの研究に関するものであり、汚染地域に住む住民の長期にわたる
累積外部被曝線量を高い信頼度で予測する方法を確立することを目指すものである。 
 
2. 材料と方法 
 
2.1. 周辺線量の時間変化についてのモデル化 
日本政府は定期的に福島第一原発事故からの放射能の影響を受けた地域を 300 m の高度を
飛ぶ航空機によってモニターしてきており[2]、測定で得た値を地上 1 m の周辺線量 H*10 

に変換してきた。250 m ごとにあるグリッドにおける平均値はマップと数値データとして
発表されてきた[4]。空からの調査は 2011 年 4 月に始められ、最新のものは 2015 年 11 月
に行われた第 10次の調査である。前論文[1]では私たちは、2011 年 9月から 2014Q3 まで
のガラスバッジ測定と時期が重なる第 4 次から 9 次までの航空機によるモニタリング調査
のデータを用いた。航空機によるモニタリングによって得られた周辺線量から追加被曝線
量率を求めるときには、環境省によって採用された自然放射線線量率に対応する 0.04 
PSvh-1 を差し引いていることに注意をしてほしい。 
 
伊達市における周辺線量の時間変化を知るために、私たちはまず各グリッド点について、バ
ックグラウンドを差し引いた第 5次から 10次までの航空機による調査によって求められた
周辺線量率を、第 4 次の周辺線量率で割った値を表にまとめてみた。その結果を図１に示
す。図に示されているように、n 次と 4 次の測定のあいだにはよい比例関係が存在する。そ
こで私たちは図１に示されているように第 5次から 10次までの調査データを直線でフィッ
トした。各直線の傾きが第 4 次と比べたときの周辺線量率の平均的な減衰を示しており、
これらを図２に、横軸を事故からの年数として、丸で示してある 
 
 



 

図１ 伊達市における第 5次(青)から第 10次(茶)の航空機モニタリング調査の各グリッド点の周辺線量率

（縦軸）を第 4 次の調査のグリッド線量率(横軸)に対して示す。第 5 次から 10 次まで調査をフィットした

6 本の直線を色を変えて示してある。 

 

 



 
図２ 第 n次(n=5から 10)のグリッド線量の第 4次のグリッド線量の比が事故後に経過した時間の関数と

してプロットしてある。点が重なり合うのをさけるため、データは水平方向に少しずらしたところがある。

比の平均は黒い丸で示している。曲線はすべての点を式(1)にベスト・フィットしたものであり、パラメー

タは afast =0.68±0.01, Tfast =0.32±0.01 y となる。 

 
次に、周辺線量率の時間依存性を、これまでに行われた研究[5,6]から分かっている次のよ
うな関数でモデル化した。この関数はCs-134とCs-137の半減期（T134=2.06y, T137=30.17y)、
早い風化半減期と遅い風化半減期（Tfastと Tslow)そして早い風化減衰の割合（afast）というパ
ラメータを持つ。 
 

 
 
ここで H*10(0.65)はこの関数が t=0.65年に相当する第 4次航空機サーベイによってノーマ
ライズされていることを示す。また係数ｋは次のようにして求められた：伊達市における放
射能汚染は主として福島第一原発の 2 号炉から 2011 年 3 月 15 日に放出された放射性物質
による[7]。福島第一原発の各炉中の放射能についての解析は 2012 年に JAEA から発表さ
れており[8]、炉の停止時点において 2号炉にはは 2.76 x 108Bq(134Cs)と 2.55 x 108Bq(137Cs)
の放射能があった。 kBqm-2 あたりのカーマレート換算率  4.86(134Cs)および
1.72(137Cs)nGyh-1 [9] から係数ｋは k=2.95 となる。 
 
2.2 追加生涯線量の評価 
伊達市はガラスバッジによる個人線量の測定を 2011 年 8 月に始めた。そのときは、妊婦お
よび 15 歳以下の子どもが対象であり、期間はひと月であった。2011 年 9 月から、測定期
間は 3 か月（1クオーター）に延長された。測定はこの論文の執筆中も継続されている（文
献[1]の表１参照のこと）。線量計の供給元である千代田テクノルは事故後の自然放射線の寄
与によるバックグラウンドを福島全域で 0.54 mSvy-1 としている。この値は茨城県の大洗
で得られたものであり、伊達市などの関係市町村に千代田テクノルが追加外部被曝線量を
報告するときには、ガラスバッジの読み値からこの値が差し引かれている[10]。 
 
この論文においては、私たちは対象者として、ガラスバッジを 2011 年の Q3 から 2015 年
Q1(2011 年 9 月から 2015 年 6 月まで）まで継続して用いていた人々を選んだ。なぜなら
ば、このような選択により、上記の期間における累積個人線量を直接的に知ることができる
からである。このようにして選択された対象者の数は区域 A で n=476、区域 B で n=693、



そして区域 C では n=3280 である（区域分けについては 2.3 節を参照してほしい）。ガラス
バッジによる測定が開始される前の事故後の最初の 4 か月の追加線量は 1.4 mSv と仮定し
た。この値は福島県北部地方の住人に対して評価された外部被曝線量の平均値であり、福島
健康管理調査の基本調査として発表されている[11]。 
 
累積個人線量 Hp(t) は次のような関数である、 
 

 
 
ここで f(τ)は式(1)で求められた周辺線量率減衰関数であり、i は各区域 A,B,C である。
第 4 次航空機モニタリングのときの平均周辺線量率は  H*10A(0.65)=2.1 PSvh-1、
H*10B(0.65)=1.4  PSvh-1、そして H*10C(0.65)=0.8 PSvh-1  であり、c は地域 i の換算係数
（下をみてほしい）であり、t1=0.39 はガラスバッジサーベイの開始時(2011 年 8 月 1 日）
である。そして I は事故後の最初の 4か月の平均外部被曝線量である(上をみてほしい）。 
 
換算計数 c は 
 

 
 
であり、前論文で c=0.15±0.03 と計算されおり[1]、全てのガラスバッジによるサーベイ
の参加者の平均値である。現在の研究においては、私たちは c を継続的にガラスバッジを
使用した人々に対し各地域ごとに再計算した。その結果は：cA=0.10、cB =0.12、cC =0.15 で
ある。 
 
最後に、平均的な生涯追加外部被曝線量を求めるために関数 Hip(t) が t=70yまで外挿され
た。 
 
2.3. 伊達市の各地域間での除染方法の違い 
伊達市は、2011 年 10 月に発表された除染計画（第一版）に記述されているように、表土の
除去などについて除染のパイオニアである[12]。2012 年 8 月に発表された第 2 版では、伊
達市は市域を次のような３つの区域に分割することにした。すなわち区域 A（> 3.5�PSvh-1)、
区域 B（1 PSvh-1 から 3.5 PSvh-1）、そして区域 C（<1�PSvh-1)である。このような区域分け
は主として除染方法の確立と除染のプライオリティの設定のためのものであり、また、除染



を適切かつ迅速に行うためであった。実行計画によれば、区域 A では宅地と宅地境界から
20m までの森林を除染し、区域 B では宅地のみを除染し、区域 Cではホットスポットのみ
を除染することになっている。区域Aの除染方法は環境省が発行した除染ガイドライン[14]
に記載されているものと同じである。伊達市の実行計画に基づく宅地の除染は 2014 年 3月
に完了した。 
 
2.4. 個人線量に対する除染の効果の評価 
伊達市が採用した除染方法は区域ごとに異なるので、個人線量に対する除染の効果をただ
しく評価するためには、（除染の方法が共通である）単一の区域を選び出し、また、自宅が
除染される間継続してガラスバッジを使用していた対象者を選び出す必要がある。私たち
は区域 A の除染された 1700 世帯に着目し、その中ですべての家族メンバーが 2011Q3 か
ら 2014Q1（2011 年 9 月から 2014 年 6 月）の期間継続してガラスバッジを携帯しており、
さらに除染が 2012Q3（2012 年 10月から 2012 年 12 月）に行われた対象者を選び出した。
このことによって、対象者は 132 世帯 425 人に絞られることになった。対象者のガラスバ
ッジのデータと GIS 情報は伊達市により匿名化されたのちに著者に渡された。図３と図４
はそれぞれ 132 世帯のおおまかな位置と除染が行われた期間を示している。選択された対
象者のこの期間のガラスバッジの測定値と、除染のガラスバッジの測定値に対する効果が
評価された。 
 



 
図３ 除染が 2013年のQ3(2013年 10月から 12月)に行われた伊達市の区域Aの 132世帯の地理的位置。 

 

 
 



図４ 132 世帯の除染の開始と終了が水平の線分で示されている。 

 
3. 結果 
 
3.1. 周辺線量の時間変化 
モデルとなる式(1)を第 4 次の航空機による調査に対する第 5 次から 10 次までの調査によ
って測定された周辺線量率（図２の塗りつぶされた丸）にフィットすることで、式(1)のパ
ラメータが次のように決まる。すなわち、afast =0.68±0.01, Tfast =0.32±0.01 y,  Tslow >700 
y (それゆえ、遅い風化半減期は私たちの目的に対しては無視してよい）。図２の線はベスト・
フィット曲線である。 
 
3.2．追加生涯線量の評価 
図 5-1、-2、および-3はそれぞれ伊達市の区域 A、B、C の住人で継続的にガラスバッジを
携帯していた人の累積個人被曝線量の箱ひげ図である。黒丸は外れ値（>99 パーセンタイ
ル)である。 
 
各累積線量分布の図に、各地域のグリッド線量率 Hip(t), (i=A,B,C) から評価された個人線
量を積分したものが黒い実線として重ねあわされている。薄い実線で示されているものは、
式(2)の係数 ci の１パーセンタイルと 99パーセンタイルを求めることで評価された１パー
センタイルと 99パーセンタイルの曲線である。測定された個人線量率を積分した曲線とグ
リッド線量率から評価された個人線量はすべての地域で 50 パーセンタイルと 99 パーセン
タイルでよく一致している。 
 
Hip(t) を t=70ｙに外挿し（そして見積もられた最初の 4 か月の外部被曝線量を加えること
によって）私たちは各区域の生涯追加線量を評価した。区域 A における累積線量の中央値
（と 99パーセンタイル値）は 18 mSv(35 mSv)、区域 B では 15 mSv(28 mSv)、そして区域
C 地域は 11 mSv(20 mSv)である。図 5(a)、5(b)、5(c)では、累積線量の中央値は破線で示
されている。 
 
3.3. 個人線量に対する除染の影響の評価 
区域 A の 425 人の 2011Q3 から 2014Q1 の間の時間あたりの線量 PSvh-1 に換算された個
人線量の箱ひげ図を図６として示す。 
 
関数 f(t) のベストフィット曲線に第 4 次航空機モニタリングの周辺線量の平均値 
(H*10A(0.65)=2.1 PSvh-1 )と地域 A の周辺線量と個人線量の比を表す係数 (cA =0.1)を乗じ
たものがプロットに重ねてある。また、除染の時期（2012Q3)は矢印で示されている。図７



では、HAp(t) が図６の累積個人線量分布に重ね合わせられている。図に示すように、累積
線量に対する除染の効果は明瞭でない。対象者の 3 か月あたりの個人線量の中央値は
2011Q3 の 0.8 mSv から 2013Q3 の 0.3 mSv にほぼ 2年間で 62％の減少を示している。こ
れに対して、伊達市における第 7 次航空機モニタリング調査(2013 年 10 月）は第 4 次（2011
年 11 月）の値と比較すると図２に示すように 60%の減少となる。個人線量と航空機によっ
て測定された線量の減少率はほとんど違わない。 
 
4. 議論 
この研究はいくつかのユニークな特徴を持つ。まず、汚染が長期間にわたるエリアの住民の
継続的な、参加人数が大きいモニタリングの記録がほかには存在せず、比較可能な個人線量
データがない。例えば、チェルノブイリ事故の後では外部被曝線量は個人線量計によるので
はなく、周辺線量率にもとづいて評価されてきた[15]。それゆえ、汚染地域に住む人々にと
って重要な情報である生涯累積線量は測定された個人線量から求められたものではなかっ
た。 
 



 



図５ 伊達市の区域 A で継続してガラスバッジを携帯していた住民の累積個人線量を箱ひげ図で示す（図 

5-1）。図 5-2 は区域 B、5-3 は区域 C に対応する。箱は分布の 25 パーセンタイルと 75 パーセンタイルを

ふくみ、ひげは 1 パーセンタイルと 99 パーセンタイルをふくむ。ドットは外れ値である。濃い実線は式

(2)の Hp(t) の中央値の評価値であり、上下の薄い線はそれぞれ 99 パーセンタイルと 1 パーセンタイルの

評価値である。グラフの右端の軸に沿った点線は外部被曝による生涯線量(70 年)の中央値の評価値であり、

区域 A では 18 mSv、区域 B では 15 mSv、区域 C では 11 mSv である。 

 

 

 
図６ 自宅の除染が 2012 年 Q3（赤い矢印で示されている）に行われた区域 A に住む 425 人の個人線量の

箱ひげ図；ガラスバッジの 3 か月間の測定は時間あたりの線量率に変換されている。曲線 Hp(t)はグリッド

線量 H*10A(0.65)と係数 cA だけから求められており、調整可能な他のパラメータはない。この図にしめす

ように、個人線量の中央値は 2012Q2(17 月)を除けば曲線とよく合っている。不一致の理由はこの解析に

用いられたデータからはよくわからない。 

 



 

 

図７ 図６のガラスバッジ線量と曲線が累積線量と HAp(t)に変換されている。HAp(t)を示す曲線は図 5(1)

と同じものである。この累積分布では図５の 2012Q2 のはずれは観測されない。 

 

福島第一原発事故の後に福島県で行われた除染の規模もこれまでになかった規模であった。
これは、大きな人口を持つ集団における除染による個人線量の減少の有効性について福島
と比較できる定量的なデータが存在していなかったことを意味している。日本においても、
福島第一原発事故の後、除染前後の周辺線量率の変化を敷地の周辺のいくつかの点でサー
ベイメータで測定することによって、除染による線量の低減のぐあいが評価されてきた。し
かし、住民の個人線量に対する除染の効果の評価は回顧的か、希望的観測でなされてきたの
である。 
 
幸運なことに、福島第一原発事故の事故後の最初の 4 か月を除いて、個人線量は福島県の
多くの市町村で継続的に記録されてきた。ただし、ほとんどの市や町や村では、個人線量測
定は限定されたグループと時期にのみ行われてきた。伊達市は 2011 年 8 月から学童と比較
的高線量の地域の住民に対する個人線量測定を始め、数万人の市民の測定をとぎれること
なく行ってきた貴重な例外である。このような大きな人口に対する個人線量測定、対象者が
居住する地域における大規模な除染、そして除染前後の空から調査データが使えることが、
私たちの研究を可能にした。 



 
私たちは、このシリーズの最初の論文で[1]伊達市におけるガラスバッジで測定された個人
線量と航空機によるモニタリングから求められた住居の周辺線量率の相関は時間の経過で
は変化しないことを報告した。この結論に基づいて、この論文では、私たちは生涯にわたる
累積線量を、継続してガラスバッジを携帯してきた伊達市の住民の個人線量を式(2)を用い
て外挿することで評価した。伊達市で最も汚染された地域である区域 A に住み続けた住民
（この人々は福島第一原発事故後最も高い線量を浴びた人々でもあるが）の外部被曝によ
る生涯累積線量の中央値は 18 mSvと評価された。ICRPは現存被曝状況において、年あた
り 1-20 mSv を許容範囲して採用している[16]。この研究は伊達市の住民の福島第一原発事
故による追加生涯線量の中央値が 20 mSv を超えることがないことを示している。 
 
チェルノブイリ事故においては、ロシア、白ロシア、そしてウクライナの住民は生涯線量（最
長事故後 70年）の 1/4 を事故後の最初の 1年間に受けたと評価されている[15]。伊達市民
の事故後の最初の一年間の累積線量は生涯線量の～1/6 と評価されている。 
 
2011 年 8 月に、日本の内閣府は、一般公衆の被曝線量を 2011 年 8月末から 2013 年 8月末
までの 2 年間の間に（物理的な核崩壊による減少と風化による減少分も合わせて）50%削
減することを目標として除染の基本方針を策定した。環境省（MoE、除染の責任官庁）は
2015 年 3 月に報告書を発表し、ガイドラインに従って除染されたエリアでは、サーベイメ
ータによる測定から評価された追加外部線量は、2 年間に 62%の減少しており、そのうち
の除染の寄与は 22%であり核崩壊と風化によるものは 40%であるとしている。伊達市にお
いては、2011 年 10 月から 2013 年 10 月までのグリッド線量率の（航空機による調査によ
って測定した）低減率は 60%であり、（ガラスバッジによる）個人線量の低減率は区域 A に
おいて同じ時期で 62%であり、MoE の報告書に示されて結果と同様である。 
 
しかしながら、伊達市における周辺線量率の 60%の低減は核崩壊と風化によるものだけで
あると説明することもできる。それに加え、伊達市における個人線量と周辺線量のあいだの
比較においては、政府のガイドラインに従って除染を行った区域 A の住人の除染による個
人線量量の 22%の低減を、私たちの研究では確認することができなかった。著者たちは伊
達市において除染の効果がみえない理由は、MoE 報告書の結果ことなる次のような理由に
よるものであると信ずる。 
 
１．実際に除染された面積の航空機モニタリングがカバーしてる面積に対する割合が小さ
い。そこで、除染はグリッド線量率を小さくすることがほぼできない。 
２．住民はすべての時間を除染された居住エリアにいつも滞在するわけではない、そして 
３．MoE 報告書の中の測定は宅地の中の屋外の地点で行われており、屋内の線量に対する



除染の効果を反映していない。 
 
この研究が利用できた情報によっては、しかしながら、個々の住民の行動パターンや、個々
の線量計の保管状態について評価することはできない。そのため、なぜ除染の効果が個人線
量に反映されないのかの理由をこれ以上探索することはむずかしい。他に比較できるデー
タがないので、このようなことが他のエリアでも起こりうるかいなかを決定することはで
きない。しかしながら、伊達市の区域 A の住民は公衆におけるもっとも大きな外部線量を
浴びた人々であり、除染が比較的早い時期に行われたことから、除染の効果があればもっと
もはっきりとその効果がみえるはずである。著者たちは、伊達市の区域 A のこのような状
況は、他のエリアのケースを代表するものであると信ずる。 
 
５．結論 
この論文において、私たちは航空機によるサーベイによって得られた周辺線量率の低減関
数は伊達市のすべての地域で等しく適用できることをしめした。周辺線量の大きさ、除染方
法の違い、そして除染が行われたかいなかにかかわらず、低減関数は伊達市全域で同一であ
った。これらの結果に基づき、測定された個人線量から、周辺線量低減関数を用いて外挿す
ることで生涯追加線量を実際的に評価することができた。個人線量と周辺線量を結合する
このような方法を確立するためには、大規模な長期にわたる伊達市のガラスバッジデータ
の存在がなくてはならないものであった。比例係数 c=0.15 が一般的に成り立つのでなく
ても、著者たちは、この方法は、将来、周辺線量と個人線量の比例係数 c を求めることを
目的とした小規模の個人線量モニタリング調査によって補強された、定期的な航空機によ
るモニタリング調査によって汚染地域に住む住民の生涯線量を信頼度高く評価することが
可能であると信ずる。 
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